
◆MapFan.netソフトウェア使用許諾 
 

重要―以下の使用許諾契約書を注意してお読みください。本使用許諾契約書 (以下、本契約書といいます) は、インターネット地図ソ

フト「MapFan.net」（以下、本ソフトといいます）の使用権（以下、ライセンスといいます）をお買い上げいただいたお客様、または本ソフト

をダウンロードいただいたお客様（個人または法人のいずれであるかを問いません。以下総称して、お客様といいます）とインクリメントＰ

株式会社（以下、iPCといいます）との間に締結される法的な契約書です。本ソフトは、コンピュータプログラムのほかに、アップデート版

も含み、それらに関連した媒体、印刷物 (マニュアルなどの文書)、およびオンライン文書または電子文書を含むものとします。本ソフト

をインストール、複製、または使用することによって、お客様は本契約書の条項に拘束されることに同意されたものとします。本契約書の

条項に同意されない場合、iPCは、お客様に本ソフトのインストール、使用または複製のいずれも許諾できません。 

 

１．本ソフトの使用許諾 

（1）本ソフトは、著作権法をはじめ、その他の無体財産権に関する法律ならびに条約によって保護されています。iPCは、本ソフトに関す

る権原、著作権、およびその他の無体財産権を有しています。また、本ソフトはお客様に許諾されるもので、販売されるものではあ

りません。 

（2）本ソフトは、日本国内に住居を有するお客様にのみご提供するものです。 

（3）iPCは、お客様が、本ソフトを一時点において1台のコンピュータに限り使用することができる、属人的かつ非独占的な権利を許諾し

ます。本ソフトを複数の人数で使用する場合には、使用する人数分のライセンスが必要になります。 

（4）本ソフトに複数のライセンスが付与されている場合、お客様は、本ソフトのライセンス管理者を 1 名指定していただき、当該管理者

により指定された方のみが、本契約書の条項に従い本ソフトを使用することができるものとします。 

 

２．本ソフトの使用条件 

お客様は、本ソフトのインストール手順にしたがって、正しく使用してください。 

 

３．制限事項 

（1）お客様は、本契約書に明記されている場合を除き、本ソフトの一部または全部をインストール、複製、使用、または改変等することは

できません。 

（2）お客様は、有償・無償を問わず、本ソフトの一部または全部を第三者に譲渡、再使用許諾、貸与等することはできません。 

（3）お客様は、専ら商業目的または営利目的で本ソフトを使用することはできません。 

（4）お客様は、リバースエンジニアリング、逆アセンブルまたは逆コンパイルを行い、本ソフトを解析することはできません。 

 

４．保証 

法律上の請求原因の種類を問わず、iPCは、本契約書または本ソフトに含まれるマニュアル等の文書に明記されている場合を除き、

本ソフトを現状有姿のまま瑕疵を問わない条件で提供するものとします。そのため、本ソフトまたはサポートサービスの提供もしくは

提供不能に関して、商品性、特定の目的に対する適合性、応答の的確性、使用結果、および過失の不存在について、明示または

黙示、あるいは法律上のものであるとを問わず、一切保証できません。本ソフトに関する権原、平穏占有、表示との一致または権利

侵害の不存在についての保証または条件についても同様とします。 

 

５．免責 

（1）iPCは、本ソフトの使用もしくは使用不能により、お客様または第三者に生じた特別損害、付随的損害、間接損害、派生的損害、ま

たはその他の一切の損害 (逸失利益、機密情報もしくはその他の情報の喪失、事業の中断、プライバシーの喪失、誠実または合

理的な注意義務を含めた義務の不履行、人身傷害、またはその他の金銭的損失を含みますがこれらに限定されません。) に関し

て一切責任を負いません。 

（2）iPCは、本ソフトに誤記、脱字等による表記上または内容上の誤りがあったとしても、本ソフトの交換、補修、代金返還等には応じるこ

とはできません。 

 

６．責任の制限 

iPCは、本ソフトの使用もしくは使用不能により、お客様に直接生じた損害または通常生ずべき損害（iPCが予見しまたは予見でき

た場合を含みます。）、あるいは前項の損害が生じた場合であっても、理由の如何に関わらず、本契約書に基づくiPCの責任は、本

ソフトについてお客様が実際に支払った金額を上限とします。ただし、iPCによって修理または交換を行った場合は含みません。 

 

７．解除 

お客様が本契約書の条項または条件に違反した場合、iPCは、本契約を終了することができます。そのような場合、お客様は本ソ

フトの使用を中止し、複製物をすべて破棄しなければなりません。 

 

８．輸出規制 

お客様は、本ソフトが日本国の輸出管理法（政府機関によるエンドユーザーに関する制限、エンドユーザーによる使用に関する制

限、および輸出対象国に関する制限を含みますがこれらに限定はされません。）を遵守することに同意されたものとします。 

 

９．準拠法 

本契約は、日本国法に準拠するものとします。 

以上 


